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'興
他

〗

C
.

 

. 

..‘

は
職
業
を
求
め
つ
、
あ
る
卷
の
就

.職
を
妨
害
ず
る
も
の
、前
記
の 

他
：：人

0

、意

«

_

^
有
ず
を

^;
;法
_

 

し

り
V

;ぁ 

む
る
も

0.

、製
造
業

4?

が
適

當
と
認
め
た
る

1

エ
を
俾
サ
せ
ん
ビ 

る
も
の
、現
に

‘或
る
職
業
に
就
.け
る
勞

，
働
，
*

に
し

て
1 £

當
の
事
.由

共
は
勞
働
ず

.る

乙

と

を

拒
絕

^

‘
た

る

本

の

第

に

は

前
.
項
闾
機
の

-

•
. 

> 

.

の
違
法

^

ず
る
契
約
，を
締
結

.し
、又
は
不
法
在
る
目
的
を

.達
せ
ん
、
 

し
.

'
開
：侮
せ
ら
る

 
>

 

集
會
に
出
席
し
、他
人
を
卿
誘
®
請
脅
迫
し 

め
、又
ギ
斯

.る
不
法
の

.
結
*

を
.
成
立
せ
，し

.
む
る
爲
め

U

、金
錢
'を
醵

(

’
出
•し
：た
：
‘る
玄

'の
は
、前
項

_

樣
.
0

. 

• 

.

.

.

.

. 

.

.

.

. 

. 

• 

、

-.

-

以
上
揭

.
-C

る
"所
.
を
ム」

瞥
ぜ
ん

.か
、十
九
、世

.紀
0

:
初
：
'«

に
、於
.
1:

、尙
ほ
斯
る

.法
制
の
行
ぱ
れ
セ

a 

噯
ざ

^s

し
^

寧
：し
ろ

■
蒼
嘆
.は
値
す
る
の
學
實
な
り
と
，せ

.
ざ
る
可

.
か
^

ず
。
.

即
ち

A

.
が
@

由
の 

意
思
を
以

.
V
I
®

結
し
力

.

.る
契
約

/
が
無
效
と
爲

K

其
赏
事
遨
が

■罰
金
.
.叉
は
禁
鲴
に

@

せ

爽

：る
く

ど
し
て
傭
敎
階
級
に
厨
し
、審
剑
の
如
何
、に
就

.て
利
害
關
係
を
有
す

-

る

,
,

 

•

 

-

 

. 

-

 

;

 
•

 

.

が
如

&

_
癜

：

を

^

卞
.
-^
勞
樂

_
:間
女

' は
仕

■事
の

^

鼙

f

®

:加」

せ
ん「

ざ

ず

»
e
:對
：
 

.し
'篇

、何
等
の
制
裁
の
加
^
ち

 

>れー
.ざ
'令
し
が
如
き

#

if
*
.は
罰
金
を
支
拂
ぅ
可
ぎ
資
力
を
.嗜 

せ
ざ

.る
^

め
に
、専

.も禁
鲴

：荆
：：£

服
、せ
ざ
名
を
得
ざ
り
し

.が
，
如

き

、
勞

働.者
‘
.の
僚
.友
.に
し

5

辟 

^
0
.

 ̂

§

0

 

®
 

 ̂

.
-
0
ふ
る
と

.為

.は
、直
に
犯

»:
■
と
爲
、る
が
如
き
，勞
働
薺
を
歷
迫 

P

な
こ

^

の
最
毛
甚
だ
し

&

も
の
と

#

す」

可
く
、ナ

し

ト

t

ス
、ア

1

メ

キ

ン
、メ

1

か
^
國
逮 

法
史
に
於
て

「

今
や
滕
迫
的
法
制

t
!

完
成
し
た

K
吾

'A
は
悲
慘
の
感
な
，く
し
て
、之
を
見
る
能
は 

ず
、斯
の
如
く
し
て
英
國
の
，民
衆
憲
法
は
中
止
せ
ら
れ

^

b
j
s云
' 
へ
る
も

'の
、偶
.然
に
非
ざ
る
な 

i
 

.

元
來
英
國
に
は
徒
糍
に
關
し
て
熾
重
な
る
制
限
の
行
.は

る

、
も
の

.あ
：り
？

即
ち
人
が

(
1
)

 

W

®
を
犯
す
の
目
的
を
以
て
、

(

こ
.

)

公
衆
が
充
分
の
利
害
を
有
す
る
私
權
を
.蹂
議
す
る
の
目
的
を 

第
十
三
餘

(
一

五
‘S

論

餽

勞
働
葙
か
腿
迫
し
れ
る
埏
國
法
制
の
沿
苹
ー
斑

齚
ニ
號 

七

ヾ



,

a
at
六)

蹄

說

.勞
備
S

翳
し
れ
磊
國
法
韻♦沿
革
，

一

斑

.
，.第
S
 ■ 

A 

5
て換言れは實質

.的
‘に
公
衆
の
刺
窖
に
影
響
す
る
不
法
行

.爲
又
；は

.

.契
約

.破
毀
を
行

.ふ
0 

的
.を
以
て

"

(

三)

：

一

般
.に
.承
，認
サ

&

る

、
0

0

31
は
公
典
の
政
策
：

.に
：違
背
す
る
目
的
を
以
て
#
合 

す

，る
，
ミ

き

は

、
之

を

徙

熱

ビ

し

.て

所

解

し
.
^
&。

旣

，
に.斯
'/
る

法
>

5の

動

か

す

可

.
か

ら

ざ

る

も

の
 

t

o

而
し
て
勢
働
敎

s..

結
社
が
或

.
«
#業
中
の
罾
働
遨
の
生

®

を
郁
助
す
る
爲
め
.に
资
命 

を
醵
集
し
，或
は
傭
栽
に

.質
銀
增
加
、勞

«.
時

W

®
縮
を
强
骚
ず
る
の
所
業
あ
名
以
上
は
£

を
徒

m

七
認
め
て
法

#
.上
の
取
就

^
•加
へ

.ん

.と
す
る

.
に
蓮
る
所
以

.
«
.ぅ
。

'

:

,

.
.

.

.

.

.

.

,

……

.，.

.

.

.

.
；

.

.

.

. 

. 

. 

■-、.
.
. 

.

•
.
.
.

.

.

&

.ふ
：
に>
當

時
? >

輿
•
論

か
' 

結

社

法

の
.
.如

き

、
苟

酷

な

る

法

制' 
b

‘是「

認
む
、
次
る
ー
理.*

は

.第

一

公

衆

が
_結
社
，
^
就

て

恐
.

怖
.必
を
懷
き

f

と
、第

1
F

家
長
的

.
政
，治
.
の
傅

習

に

支

配

せ
ら
机
た

f

の

V
I
.

點
.
に

歸

す

，る

を

得

ベ

し

。
，：
勞

働

考

の

結

社

R

就
.
て
公
衆
の
恐
怖
す
る
は
、

®

竟
結
社

^

背
®

-

e

す
る
勞

.
働
®

動
に
暮
行
の
隨
伴
し
、爲
め
に
政
治
上
の
狀
況
、に
磡
搖
を
生
貪
る
の
事
實
に
基

く
’
令

の

、

如.
し
、̂'

離

も

、後

日

の

■
事

實.
R

徵

せ

，
ん

か

、
結

，
社

を

'

轉

、il;

し
.
た
る
.

乃

と

、
0

:
翻
.

1

政

.
治±
:

の
.牟
和
を

®

し
た
る

.

.靡
，蹒
を
掩

.5-
_能
は
ざ

.る

.な
，
k
。

M

に
家

.長
政

.

.治

に

於

げ

5
.
J
係
.に

m

r

.
考
ふ
る

^

此
政
治
の
型
式
を
懷
泰

1

た
る
人
は
ニ
個
め
信
念
を
有
し
た
ゲ
？
第
一
勞
動
潘

i

相
當

.
'の
*

銀
即
：
&
、習

_

!«
餵
を
以
：
*

#

.働
す
る
の
義
務
を
有
す
る

.こ
ど
第
二
國
家

^

戰
業
、；

就
く
を
得
ざ
る
勞
檄
奢
に
，生
活

.
•の
資
を
释

f

る
っ
を

「

以

ま

，彼‘等
は
賃
敬
の
僧
率
を
强
艇

t

爷の
；： 

•自
由
を
薇
せ

.ざ
る
る
と
是
灯
な
令
。
即
ち
中
み
再
年

^
結
趣
法
は
千
八

.茛
年
當

'時
；
(:
:
:
;於：け
る
ー

「 

輿
論
の
藤
物

.に
、し

.て
>®,
に
•
.當
.
.時
結
社
法
，、し

■相
關

’聯
し
た
る
家
長
政

.治
の
實
隙
，

.に
徵
し
て
、攻
究 

す
る
ビ
き
は
、事
の
可
：否
は
自
ら
別
問

®

年
し
、當
時
の

-英
國
に
於
て
熒
働
者
は
結
祉
に
依
て

、
# 

&

の
.
.地
位
を
向
土
，す
る
自

_

を
'奪
は
れ
た
、
る

，代
タ
セ
、國
家
の
賃
銀
補
給
，、制
度
に
依
て

^

活
Jt 

或

4
,程
.
«の

補

、
肋

を

受

け

、

»:
會
生
活
，の
最
低

.限
度
じ

.對
す
る
俅
瞪
を
收

.む
る
を
得
る
の
、地
位 

に
，•居
れ

.る

.名
：の
ず
る
乙

.
€を
、̂

む
.可
し
、0
:蔻
し
賃
銀

-«
給
制
度

.は
千
七
、：
6

九
十
五
年
パ
イ
ク 

^

ヤ
州
に
始

'ま
な
、同

.州
の

'治
安

‘判
.事
.は
#

働
遨
の

.收
得
す

.る
實
：際
の
賃
銀
に
し
て
、剑
串
の 

準
常
'*/

J

認
め
左

.

.る

®

銀
額
に
每
た

ざ

る
と
き
は
、其
，楚
額
を
地
方
谠
收
入
ょ

P

交
付
す
る
を
以
、
 

て
、大
體
め
虫
眼

€

し
；逾
當

.の
'
‘賞

，銀

額

を

決.定

す

る

に

は̂

時

に

於

け

る.麵
.，*

の

代
.
®
V
J家

族
 

の
a

數

.̂
，を標準す可く、
例'へ

I.

ば
.麵
.齙

.一

■
ガ
•
ロン

‘

.9
代

價

_
1

.

士I

八
片
な

•や
ぢ
き
に

.
は
I、獅
身 

溝
-

四̂
志
七
ヰ
、
*

婦
は

六

志
八

ル
、
*
婦
幷

R

五
人
の
兒
重
を
有

.す
る
家
族
は

.十
七
志
六
片

0 

.铆

檢
爹
得

•た
•公
。

即
ち

'斯

る
補
給
，
は
，勞

is
.

l̂r
,'.
u

て
，社
會
に
於
け
、る
最
低
限
馊
の
生
活
を
維 

持
：サ
レ

^
,る
に
足
ポ

W

L
ル
難
我
此
故

^

■以
て
、勞
働
满

.が
結

ft
'
Q
.力
を
雜

.
b
‘
-
て
，自
已
の

»

0 

第
公
系
、

(
一

五
七)

論
、，
•就
.：
‘
勢
働
潘
か
胭

ia
.
p
-
れ
る
英
1̂
法
制
れ
攀
一
斑

. 

银
ニ
城
，，

九

:



笫
十
i
li -.(

一
 

玉
八〕

バ
論
說
勞
働
潸
か
腿
迫
し
れ
る
装
國
法
制
の
液
蒂
一
.斑

f
 
0

 

5

 

•

ど
®

む
る
，程
度
ま
で
、貨
銀
を
.上
進
，ぜ

L

め
ん
を
す
、る
行
動
に
對
し
て
、

®

#

上
' 
の
*
過
を
加
ふ

る
.«-
-
、勞
働

«

を
巡

す
る

R

奴
、隸
を
以

て
す
る

v
j

異な
：.

ら
ざ
名
な

.ぅ
。
.

.

..

'■ 

:

.

'
 

: 

U

 

. 

、
.
.
. 

：

. 

:
'

.

.

'
 

. 
■ 

.

■

.

•

. 

.

.

.

. 

, 

.

.

.

. 

.

.
: 

.

.
' 

... 

• 

• 

.

.
-
. 

以
上
の
如
き
法
，制
を
以
て
、勞
働
潜
を

‘靡
_迫
し
、或
は
總

‘て
の
結

®:
.を
禁

Jh
し
、或
■は
相
互
の
找

助
を
制
限

し
..た
る
が

故

に
、
之

に
■對
.し

て
勞
働

*

の
取
る
可
き
路
は
.ニ
途

に
：限

ら
れ
た
り
。

即

ち
應
迨
■に
默
從
す
，る

か

-3
1

は
^

、»

を
«
て
し
て
、其
責
に
任
ず
る
か
、.是
れ
な
り

。
'
當
時
勞
働
潑

の
穸
數

‘は
前
潘
の
難
度
：

.を
取
れ

'

と
0

0

敫
.
'者
に
；虫
？

1

、ら
ず
。
邦
成
る
潜
は
秘
密

結
社
を
組
織
し
、他
の
或

.る
_者
は

，千
七

西
九
十

-三
.年
の
共
濟
組
合
法
の
.规

定
.を
利
用
し
て
、

結
社

法
に

*

止
せ
ら
：れ
た
る
目
的
を
；逄

す

る

の
.
手
段
.に
出
で
結

^
結
‘社
法
を

.廢
，棄

.す

る

の

.-0

.
的

-

^

突
”進
し

^

6:
,
0
;
:
而
し
て
斯
る
運
.
®
の
勞
働
者
間
に
起
れ

る 

<
同
時
に

.、世
人
の
注
‘意
も
亦
法
制

の

不

公

正

な：：

る

W
、

刑

罰
.の
荀
酷
.な
る
ゼ
の

―.一 

點
.
に
向
丨
ひ
、下
院

-
0

內
部
に

「

於
て
は
、ジ
ョ
セ
フ
、ヒ

■ 

. 

>
. 

.
•
«■ 

.

.

.

. 

.

.

.

.

/

•
. 

.

.

.

.

. 

. 

'

ユ-

1

ム
の

如
き
專

&

補
査
委
鼻
會

.の
組
’織

：'に

就

て

幹

旋し、
院
外

U

於

セ

は

ラ

シ

シ
■ス
、ブ
レ 

丨
ス
の
如

^

人
士

之
^

#

肋
0
:
、斯
；く

.で
；千
'八

|5
|
ニ
十
四
年
.爱
員

會

の

成

立

.を
吿
け

た

る
.が
，同 

委
員
脅

.が
結
社
：
_

の
.：存

麟

：に

關

し

て

.
镇

费

し
^

る
意
.
見
の
，

要
：：

點

は

之

を

左

の
十

ム
«
_
Rff
i
約
.

■
す
.：る
を
#
.
べ

し

广
'

'

.

(
U

委

員

會

に

，於
.け
.る
®

言
に
.
據
る
に
，勞
働
者
：

’の
結
社
は
英
蘭
、蘇

.格
蘭
幷

.に
_愛
_

に
起
り
、
 

»

銀
を
別
上

^

#

.働
時
間
を
限
定
し
、主
人

0

好
む
徒
，弟
幷

R

.

1

の
省
を
使
；役
す
る
自
中 

を
刺
限
す
る

0

讀
業
を
爲
し
、而
し
て
結

11
:

0

®
る
や
、同
盟
，罷

_

又
は
仕
事

.の
，停

廢

は

、之
k
 

伸
ひ
.、斯
.る
■結
.社
'を

妨

遏

せ

ん

艺

す

る
.法
#

は

何

等
-0

效
.
_果
€

生
'
せ

ざ

き

。.

(

二)

.
屢
♦

長

：期

着

旦

，
る

同

盟
.褪
業

k

伴
へ
る
：平
和

•，の

破

壤
#

w
暴
行
は
，勞
働
者
：

0

結
，
肺

；：の.
 

結

®
、、し
し
て
.發

生

し

、主

人#

に
勞

*«
者

に
損

失

を

加
.ふ

る

と

同

時
.^:
祉

曾
に
：も
亦

.著

し
&

:

不

姐

务

損
—

岑

を

典

ぼ

も
^

:

」

 

a

l

y

 

.

主
A

:

味

旗

冷

勢

，働
：者

.

時

：間

を

皞
.

::

定
:L

、»

R

舞
己
.：.の提

：；

示

し
*

名
'
條

件
^

承

寧

せ
.
ざ

る

勞

働

潘

を

解
.傭

す

る

爲

め

に

、[®
結
し

た
.：f
o

, 

V
■

.

.
:••
..
:

.

.

.

 ' 

、

{

四)

#

令
，又

は

習

惯

法

に

依

て
、
勞

働

激

が

起

前

せ

ら

る
 

> 

や
、彼
等
の
务
く
は
貨
飯
の
别
上 

J e

減
少
に
對
す
る
反
抗
、勞
働
時
間
の
限
宛
を
目
的

V」

し
て
、結
社
を
潙
し
た
る
の
货
を
以
て
、
 

成

る

期

間

の

禁

鲴

に

，處

せ

ら

れ
v a

o

。
 

、

第

十

看

(

一五九)

：

論

訛

.：
努.働^
か
服
迫
し
た
る
英
國
法
制
の
沿
苹
一
激
■

彼

こ



.

i

i
 (

一
六
〇

)

論
‘
：
脱
.
'硌
働
右
か
隞ia
p
t:
る
英
随
法
制
の‘沿
艰
ー
斑
筋

.こ

總

■
.

ニー

(

五)
‘
ま
人
も

‘亦
貨
：龈

' 0

低
m

#

候
時

間

，の
延
長
を
行
ふ
爲
め
に
、結
社
を
-爲
し
た
る
の
故
を 

以
て

(
吿

跅

せ

，ら

れ

た

れ

ど

も
•處
罰
.せ
ら
れ
た

‘るQ
.

例
.を
見

'す9

(

六)

■

法
:#

は
主
人

.又

.は
勞
働
、者

.Q

結
，社
を
妨
退
す
る
の
效
力
を
布
せ
ざ
り
し
の
み
な
ら
中
，
 

當
，辦
潘
多
數
の
意
見
を
以

.て
す
る
ビ

&

は
，̂!
S

の
不
信
、反

.感
を
刺
鉍
し
緒
社
に
‘强
暴
な
る 

性
，質

を

輿

へ

、®

會
の
平
和

'
に
危：

險
.を

及

ぼ

し

々

，り
；。
 

.
，

■

:

(

七)

本
委
眞

.會

.は

主

.人#

. 
U

勞

.徵

漭
は

0

0

率
、勞
.働
時
：間
に
關
.す
る
制
限
を
腌
し
、各

.0.

.の 

適
當
と
-認
む
 

'る
約

«

を
爲
；す

-の
點
に
於
て

.

r
^
.

然
卽
凼
の
地
位
に
，®
か
る
可
き
も
の
な
る
の 

意
魅

.：を
有
す

。

■

.

(

八)

隨
て

以
J.

.の
點
に
干

.

渉
、す
る
律
令
.
.

は

總
‘ 

和
的
.

會

合

.髮

雄

逢V
J

.

.

-

^

v、«

u)
f

す
I

 

*

か
.

如
^

 
(

九)

' 

法
，#

上
'

共
濟
.

紙
'

命
た
■

る
も
.

の
‘
が

典

摩

集
 

管

.
拨

助

し

、
猫
業
ヾ
し
，
共

に

、
暴

«

-#
.迫
の
伴

へ 

に

し
^

特

；
に‘
下

院

，
の
.

注

寓

を
0

.

ま

ん

ビ

す。
. 

(
1

〇)

.—

主
火
#

に
勞
.働
着
の

!11
1

に
.

仲

裁

^
依

て
摩
_

せ
■
ら
-
る

可
く
、
主
人
.K.

は
：勞

働

摩

の

.

％

 

齊
-

t
を
も
亦
修

JE

せ
ら
‘る
可
，
&
 

i
の

i

す
C 

し
.
.

る̂
，-资
汆
免
以
：て
、結
社
を

.
助
提
し
；同

®

.
韻
：
 

■:
«

:
の)
_

:

;;«

命
る
^
岐
學
摄
：詹

0(

.遺
：懺

€

ず

石
，
m

て，、
變
犠
を
解
決

す
る

の
.
慣
例
は

a

好
，の

結
果

ノ
を
颜
レ
た
ち

o
.，隨
，て
仲
裁
に
，關
す
る
法
律
を

«

狸
、統

，
一
し
、
且

つ

總

，て

の

事

業

：に

之

を

獵

用
 

.す

る

：は
、
最

、

希®
す

.可
き
所
な
ヴ

o 

.
、
.
.

(
一

n

 

‘
結
祉
祛
廢
止
に
當

K

脅
迫
、勸
誘
、暴
行
等
，に

‘依

b
、自

己
の
锻
毛
有
'利

^

&

と
認
む

. 

'
方
'法
に
資
本
文
は
务
カ
を
應
用
せ
ん

‘
と
す

.る
自
由
に
妨
窖
を
加
へ
ん
と
，す
る
主
人
咕
に 

儆
潜
を
處
罰

す

る

法
#

.

を
© ！

®

せ
ざ
る

.
可
か
ら
ず
。

以
上
の
報
吿
は

.當
時
政
府
幷
に
傭
潘
階
級

.が
社
會
の
安
寧
を
維
持
す
る
に
必
盛

.
-a

6
. 
士 

め
た
る
法
制
に

1

大
鐵
槌
を
下
し
、法
律
の

.無
_敫

i

密
結
社
の
横
行
、共

.濟
組
合
の
惡

ff
i
,等 

以
て
*結

®'
法
廢
止
の
理
由
に

充

て
、±1
つ

結
社
法
廢

|[
:

.の
後
；に
、之
に
代
つ
弋
如
何
な
る
法
制 

制
定
す
可
き
や

‘の
方
針

¥

喈
示
し
た
る
は
、大
に
注

0

に
値
す
る 

.會
は
傭
者
幷
に
勞
働
者
が
♦彼
等
の
適
當
ビ
認
む
る
货
餅
幷
に
勞 

結
す

る

に
當

6

、完
全

.な

♦

自
由
を
彼
等
に
與
ベ
、，其
手
趣
ビ
し
て

■ 

V
. 

.
, 
.
.
.
'

限
を
脱
せ
し
め
ん
ビ
し
た

6.
も
の
に
外

^.
ら
ざ

/る
t

O

A

,

上
記
委

»

會
報
吿
の
•結

果
ビ
し
て
、

第
，.へ

に
發
现

し
た
る

は
、結

11
:
.法
の
'廢

.1
1

:
に
し

て
、
之
に
次

‘：節十
3

卷

(
！

六r
)

論

胱

-
勢
働
怒
辦
敗
し
れ
る
廣
法
舰
の
果

一

诹
' 

_ 

8
,
1

號 

一H.

勞 る

從 働 . 所  

來 條 S  

'法 • 件 す  

制 に 可 、

上 關 く 

に す 欺 ：

U る 、す 

し 契 る  

た 約 に  

る を 委  

制 締 員 を を 認



瑢
f

H
卷

(
一

六
ニ)

論
.

訛

勞

舰

溝
‘

陴
逍
し
れ
る
苑
國
法
制
の
沿
苹
ー
斑’

■:
•
第
二
跋 

1

四

-

げ 

る 

も
の
は
、結
社

 

法
に 

代
る
 

可
き
 

法
律
の
， 
制
逛
な
 

■ り 

。
' 結 
ft 

法 
臌
疋
 

ぬ 
關
.す
る

.法
郗
の
■前
文 

に
於
て
は

#

働
潘
の
結

jf
r
h、«

銀
の
決
免
に
關
す
る
法

#

は
之

1

廢
止
，し

#'
,«5
潘
の
結
祉
は
之 

?:
•
刑
，観
ょ
り
除
外
し
、勞
働
遨
の
就
職

.を
_嫩
窖
す
る
計

‘
®
.は
之
を
所
罰
す
，る
を

.必
要
ビ

is
lr
る 

お
以
て
、本
法
を

.、發
布
す

」

ビ
云
ひ
，、第
ー
條
に
於
て
は
勞
動
翁
の
結

.社
を
違
法
^
し
た
る
三
十
四 

の，法

#

を
廢
止
し
、胄
ニ
條
に

.於
て
は

.勞
働
著

£

し
で
賃
銀
を
上
進

.決
定
し

#,
働
時
間
を
減
少
、
 

戀
班
し
、仕

.事
の

•分
最
を
減
少
し
、契
約
期
限
前
に
他
人
に
勞
働
を

'廢
棄
し
、：
^
辦
，の
完
了
前

P
仕 

W

を
廢
棄

•

し
，你
事

.に
就
く

.を
拒
西
す
る
こ
，

w

を
勸
誘
し
、仕
舉
の
方
法
.を
左
右
す

る

渴
め

k

、
m 

社
を

.f

る
も
，徒
黨
ビ
む
て
起
訴
せ
、

^

れ
ず
、潜

.慣

.法
又

'は
'律
令
に
於
け
る
刑
.罰
に
處
せ
ら
れ 

ざ
名

.こ
^
を
0

定
し
、
^

五
條
に
、於
て
は
、入
體
、

®
產
に

.對
す
る
暴
行
へ
强

.迫

R
依
て
、#
人
を
し
て
 ヾ

:

契
約

■

限〉

前
：深
は

‘仕
事

‘
$
完

::
1
刺
は
職
業
を
去
る
の

a

む
：を

#

ざ
る
に
樂
ら
し

^
機
_

_

_
 

物
資
、
. #

料
：等
奪
損
傷

し

、

又
は
他
人
の
戚
，
他
事

^ .

就
か
ざ
る
.乙
ど
を
妨
害
し
た
る

«

合
ズ
，

0

 

財
逄

^」

對
オ
：
.る
：

〗

暴
行
诚
人

p

f

^

ŜM

^
p

w

て
、®'
銀
の
上
進
、勞
働
時
間
の

■減
少
、變
魂
仕
事 

の

分

：、擧

に

於

け

，る

減

少

、
製

造

w

ff
i

ft
.
»0'
方
法
に
關
す
る
規
則
決
饑
等
に
他
人
を
し
で
服
從 

せ
し
め
、又
は

'服
褪
せ
し
め
ざ
る

t
'.
V
J
.を：强
要
し

.た
‘る
場
；合

•人
體
財
產
，に
對
す
る
暴
行
脅
逍
に

. 

.. 

-
.

ノ
.
. 

.

.

.

.
，

■ 

.

. 

• . 

•• 

_

. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 

. 

•

X
 

^
 

w

#
 

a
 

#
 

^
 

^
行
ふ
方
法

(0
‘
_
M:
を
加
へ
し
め
^
る
場
合

^;
は
、他

犯
者

#

^
:其
射
：
肋

者
を
ニ

個
月
以
：內

0'
論

鲴

に

，
處

す

る

こ

ど

：
を

.規

«
し
媾
六

條
.に
：於
で

.は
、
ぬ

®

條
に
揭
：げ
た
る

0
種
.の
：違

'反
行
爲
を
爲
す

.の
，
■

的
を

_以
て
結

.社

^-
加
入
す

'
る
者

' に
：：.
.刑。繁

.如

^

芩
こ
払
を

.規

.定
し

.た

.ぅ
。

「

'

.ぺ

.

」

'
.
:
:
.
.
.
,
;
1
.

以
上

0
法
律

が
： .

公
，布

せ
4
,る

、

や
、傭

著

を
驚

愕
.せ

し

む

る

も

の
.
甚
だ

.じ
■'く
、彼

等

：は

其
發

t?
, 

:
為
逢
#

し

て
&

ま

ざ

シ
&
.
o 

■固
；ょ
9

第
.
一
一
條
の
規
宠
は
勞
働
運
動
に
多
少
の.便
：宜
参
與
ふ
ス 

の
.
黎
果

ぁ

.と

雖

も
®

五
、第「

六
の
：雨
：條
.に
於
て
は
、或
，る
行
爲
を
指
定
し
、其
個
人
に
依
一
て
爲

 ̂

れ
.た
る

>

M
社
に

依

て
爲

さ
れ
た
る
と
.を

問
_
は
.ず
、總
て
之
を
犯
罪

と
す
る
以
上

は
、怜
も
勞

 ̂

者
は
第
二
 I.

條
の
規
定

0

^

に
，結

社

を

設

く

：
る
：の«

能
^

有

す

る

こ
^

.
、
.爲
-れ

る
.に
^

は
ら

 ̂

結

社

の

目
.的

を

達

，す

る

方

便

、は

一

切

違

法

と

；認

め

ら

れ

た

る

の
-
趣
.な
き
能
ば
ず
？
然

i

此
來 

階
級
の
攻
離
甚
だ
碰
な
る
を
以
て
、法
律
公
布
の
翌
年
即
ち
千
八

]?

ニ
十
五
年
四
月
に

_
茧
^
、下 

院
は
ハ
ス
キ
ッ
ソ

.
ン，の
動
齋
に
進
き
、

該

法
#

の
效
果
を
密
査
す
る

聚
員

#

を
組
織
し
た

ぅ
。- 

而
し
て
此
委
員
會
は
：諸

a

の
事
情
を
綜
合
し
て
、結
社
禁
止
解
除
法
’の
效
果
を
否
、足
す
る
>に
鬼 

し
一
方
沁
、同

.
法

制

定

後

諸

地

方

に

間

，盟

罷

樂

頻

發

し

た>

す
雖
'も
、其
性
質
の
杻
暴
な

第

十

三

盤(

一
六
三

)

論
脱
勞
働
希
か
鬚
し
た
る
英
亂
.洗
制
の
攀
一
斑
第
二
鉞
一
五



第
十
三
卷

(

一六
®

、
論

-勢
働
#

腿̂
逍
し
?:
る
_英
鬮
法
制

0
:沿
；
1
斑

-
f 

i
 

一六

ら
ざ
卜

.し
'事
實
ば
大

F

A

心

r '

綾
：和
し
、舊
時
の

.^'
き
結

‘社
浓
を
復

S

す
る
を

以
て
、
危
險
な

6
 

ビ
す

.る
旨
を

«■
吿
し

.た

&
。

隨

‘て
チ
八

W

ニ
ナ
五
年

‘新
法

#
.
-
R
於
て
多
少
守
獰
的
意
；見
に

# 

せ
.ら

.る
、
を

.免
‘か
れ

.ざ

!)
'
'し
と
廖

.も
、何

；.

ほ
其

.錄

.
'四
條
に

.於
て

‘#-
銀
：率
、勞
働

«

ii
a

の
改
正
を
目 

的
，
.̂
し
-て、
集
會
行
ふ

.場

.合

.，に

は

、
本

法.
.に
定
む
る
餅

.則
を
適

‘用
，せ
ざ

る

こ
ビ

、
す
る

に

it
■め 

た
り
。
是
れ
法
律
亿
於
て
舉
法
の

も
の

を

楷
定
，
す
.る
ょ

A
Vも
，♦

法
’，の

、

.
の

、
み
を

揩

宛
し
で
、
 

以
.て

.結
社
に
依
る
勞
働
運
動
，の
效
#
を
限
定
す

る
を

必
要
と
す
る

の
.意
見
に
基
，け

6

と
認
.む 

.可
く
，而
し
て
此
改

.正
は

«

‘來

'五
十
年
間
英
，

.國
に

'於
け

‘る
現
行
法
と
爲
ヶ

K
，間：に

'
_於
け

.を
0
 H

 

組
X
ロ 

•の
駿
達
、勞
働

.者

の
社

.會
'的
.地

位
の

上
.維

i
.
0
俟
，つ
て

®

度
の
改
正
を

#
.
:要
：ビ
す
る
に
矩 

枰
名

，次
_第
な
々
。

产

■ 

I 

.

, 

い

千
A

H

ニ

十

四

_

の

法
#
.
.ビ
千
八
.
|?

ニ

十

五

年

の
.
法
律
と
は

‘相
.違
の
黠
ぁ
る
と
共
：に

_

似 

.の
點
あ
り
、往
々

.
浪
，请
.
せ
_
.-?
>
':る

>

 

を
以
て
、以
下

.
兩
者
を
對
照
し

T

興
同
を
明

.
に
す
可
し
。

.

先
つ
_
 

類
似

.の

.點
'を
‘擧

ぐ

る

，K

兩
者
共
に
千
八
百
年

‘
の
結

)1
1
1
:
.
法
.に
於
.け
る
規
ー
定
を

_禝
し
，勞
力
の
方
面

.
 

に
所
謂
自
由
貿
，易

•を
.行
.は
.
ん

ビ

ず

名

は

、.即
ち 

一：
^
し

て

、

此
見
地
に
華
き
、主
人

#

に
勞
働
激
の 

双
方
に

.操
等
が
勢
力
を
貰
買

•
す
る
.條
件
を
決
定
す
石

.：の
&

由
を
認
め
、
.又
勞
鲁
の

0

買
^.1.

般

貨
物
の
賣
貝
ビ
同

t

ぐ
、自
由
契
約
の
滌
唄
な
る
こ
ど
を
明
に
し
、斯
く
て
結

»

法「
'を
廢

IL

し
、
又 

結
‘
社
"
を
#

せ
'す
る
.
他
'
の
法
制
を

.ふ
廢
止
し
た
り
。

而
し
て
一
個
の
勞
働
者
又
は

l
g
.

の
主
人 

が
.：

他
：0
:

#
行

脅

迫」

に

侬

て

契
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